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次の車両について、改造等により排気量又は車両の構造を変更したので届け出ます。
なお、改造した車両は、道路運送車両法に定める保安基準を満たしていること及び改造に係る責任は、全て私が負うことを誓約します。

１　車両情報
	車　　名
	
	車　台　番　号
	



２　改造内容
	項　　　目
	変　更　前
	変　更　後

	排　気　量
	CC
	CC

	構　　　造
	輪
	輪



３　改造の根拠となる資料等
	自身で排気量又は構造を変更した場合
	□　部品の販売証明書
□　部品の領収書
□　部品のカタログ（仕様書、設計書など）
□　形状、輪距が分かる写真
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	業者で排気量又は構造を変更した場合


	□　改造証明書
□　改造作業の領収書
□　形状、輪距が分かる写真
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）





４　排気量の変更の根拠となる資料がない場合　　　
	排気量を変更した方法
	

	排気量の算出根拠
	内径（　　　　　㎜）／２×内径（　　　　　㎜）／２×
行程（　　　　　㎜）×3.14／1,000＝（　　　　　㏄）



届出に係る注意事項

１　軽自動車税（種別割）申告（報告）兼標識交付証明書と併せてこの届出書を提出して
ください。
２　改造の根拠となる資料の写しを添付してください。
３　インターネットで部品を購入した場合は、電子領収書若しくは購入履歴等の画面の提示又は印刷したものの提出でも構いません。
４　改造の根拠となる資料等がない場合は、排気量を変更した方法と排気量の算出根拠を記入してください。
５　内径と行程は、小数点以下第１位まで記入してください。算出した排気量は、小数点以下を省略して記入してください。
６　排気量の変更又は構造の変更の届出と同時に、車両の新規登録又は名義変更をするときは、車両の譲渡証明書、廃車証明書等が必要です。

原動機付自転車を改造された方へ

・各種法令を遵守してください
市は、税額の区分に応じた標識（ナンバープレート）を交付しますが、車両の走行性、安全性を保証するものではありません。また、道路交通法上の運行要件を許可するものではありません。

・虚偽の申告は罰せられます
軽自動車税に係る虚偽の申告（未改造にもかかわらず偽って申告をした場合等）をした者は、地方税法第463条の20第１項の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられます。

・虚偽の回答は罰せられます
職員（徴税吏員）の要求や質問に対し、虚偽の書類等を提示若しくは提出したとき又は回答をしない、若しくは虚偽の回答をしたときは、地方税法第449条第１項第２号及び第３号の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられます。職員記入欄

裏面も確認してください
